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はじめに 

 

地震など、過去の大規模な災害では、犠牲者の多くを高齢者や障がい者が占

めています。また、直接の被害だけでなく、厳しい避難生活を強いられたこと

により、健康を害し、死亡に至る災害関連死も多数報告されています。 

そのため、高齢者や障がい者など、避難生活に特別な配慮を必要とする方々

には、それに対応できるきめ細やかな支援体制を有する「福祉避難所等」（※）

の体制整備が求められているところです。 

 市では、このような特別の配慮を要する方々についても、避難生活を可能と

するため、「福祉避難所等」を設置し、対応することとしています。 

この手引きは、施設関係者が災害時に福祉避難所等を迅速かつ円滑に開設・

運営できるようにするため、平常時及び災害時の取組について、基本的な事項

をまとめたものです。 

「誰ひとり取り残さない防災の実現」への取り組みについて、ご協力をお願

いします。 

  

 

（※）「福祉避難所等」とは…この手引きでは、福祉避難所をはじめ、緊急入所

施設、広域避難所内に設置される福祉避難スペー

ス、福祉避難室等の総称をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この手引きは、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン（内閣府防災担当策

定）」、高島市地域防災計画、避難所運営マニュアル（高島市策定）、高島市大

規模災害時マニュアル等も参考に取りまとめています。 
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 ＜様式集＞ 

様式 No 様式名 

1 福祉避難所受入れ調査票 

2 福祉避難所開設チェックリスト 

3 安全点検チェックリスト 

4 開設要請および要配慮者受入れ要請書 

5 要配慮者受入れ要請書（追加要請） 

6 要配慮者等受入れリスト 

7 移送要請書 

8 移送記録簿 

9 人的支援依頼票 

10 その他依頼票 

11 食糧・物資要請リスト 

12 食糧・物資管理簿 

13 避難所定例報告書 

14 福祉避難所等指定解除通知書 

15 福祉避難所の設置運営に要した経費に関する届出書 

16 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 

17 介護保険負担限度額認定申請書 

 

 ＜改訂履歴＞ 

■ 令和２年３月 策定  

■ 令和５年９月 改定 
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 １ 福祉避難所等とその開設目的 
 

福祉避難所等とは、高齢者、障がい者、難病患者、医療的ケア児者、乳幼児、妊産婦など、

一般避難所での生活が困難な要配慮者（以下「要配慮者」という）に対する一定の配慮がな

された避難所（室、スペース含む）や緊急入所施設のことで、要配慮者の状態に応じて安心

して避難生活がおくれる体制を整備することを目的として開設します。 

 

 

（福祉避難所等の設置に係る根拠法令等） 

●災害対策基本法第 49条の７ 

（指定避難所の指定） 

市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した

場合における適切な避難所（避難のための立退きを行った居住者、滞在者その他の者（以下

「居住者等」という。）を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保する

ことが困難な被災した住民（以下「被災住民」という。）その他の被災者を一時的に滞在さ

せるための施設をいう。以下同じ。）の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共

施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。 

 

●災害対策基本法施行令第 20条の６第５号 

（指定避難所の基準） 

「主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下この号において「要

配慮者」という。）を滞在させることが想定されるものにあっては、要配慮者の円滑な利用

の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他

の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合す

るものであること。」 

 

●災害対策基本法施行規則第１条の９ 

（令第 20条の６の内閣府令で定める基準） 

令第 20条の６の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下この条において「要配慮者」 

という。）の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 

二 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることが

できる体制が整備されること。 

三 災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な

限り確保されること。 
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 ２ 福祉避難所等の位置づけについて 

 

 福祉避難所等については、必要な配慮の程度や法令に基づき、下記の 4つの区分で、必要

に応じ開設します。 

 福祉ニーズとは、個々の要配慮者に必要な配慮のことをいいます。 

 

 

■直接避難について 

福祉避難所は、災害時において高島市災害対策本部の判断で開設される二次的な避難所で

あるため、原則として発災直後から避難所として住民が避難することはできません。ただし、

事前に個別避難計画の作成等により施設側と調整ができている受け入れ対象者は、直接避

難することができることとしています。直接避難をされることになった場合、施設は高島市

災害対策本部（住民支援班）と連絡を密にし、対応することとします。 

 

※ 個別避難計画作成による直接避難について 

  個別避難計画では、市からの避難情報（（レベル３）高齢者等避難や（レベル４）避難

指示等）が出されたタイミングで直接避難されることを想定しています。計画作成者は、

避難される前に、福祉専門職や施設等と連絡調整を行い、また施設は高島市災害対策本

部（住民支援班）とも連携し、避難体制を整えることとします。 
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■福祉避難所等の区分 ※(区分 1・区分２)は広域避難所内での対応です。 

区 分 
概 要・ 

対象者等 
説    明 

広域避難所 

（福祉避難スペ

ース） 

（福祉ニーズ 

区分１） 

概要 避難生活において特別の配慮を要するが、個別の空間を設け、

家族や災害派遣福祉チーム（以下「DWAT」という）の福祉専門

職による介助等により避難生活が可能な方のため、避難所にプ

ライバシーを保護できる「福祉避難スペース」を設置する。 

対象者 ・高齢者、要支援・要介護者 

・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 

・難病患者 

・乳幼児、妊産婦 

・病弱者（医療機器等の使用） 

・【一定期間経過後】ハイリスク状態が予測される避難者（※） 

※いずれも比較的軽度で専門設備等を必要としない方。 

スペース

の対象 

(開設例) 

妊産婦や乳幼児等のための授乳・静養スペース。 

精神障がい者、知的障がい者等のための個別スペース。 

簡易ベッド等を設置するスペース。 

医療機器等を使用するスペース。 

 

（※）【一定期間経過後】ハイリスク状態が予測される避難者の一例 

〇トイレに行けていない人   

〇食べ物がそのまま残っている人 

〇ずっと同じ服を着ている人   

〇ひとりでぼうっとしている人 

〇炊き出しや物資配布に気づいていない人  

〇乱暴、甘えん坊の子ども 

〇物資を取りにくそうにしている人  

〇授乳期にあるお母さん 

〇休みなく働いているリーダー   

〇日本語がわからない外国籍住民 

〇誰とも会話をしようとしない人   

〇ほとんどの時間寝て過ごしている人 
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区 分 
概 要・ 

対象者等 
説    明 

広域避難所 

（福祉避難室） 

（福祉ニーズ 

区分２） 

概要 避難生活において特別の配慮を要するが、個別の空間を別室等

に設け、家族や DWAT の福祉専門職による介助等により避難生

活が可能な方のため、避難所の空き部屋等に「福祉避難室」を

設置する。 

対象者 ・高齢者、要支援・要介護者 

・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 

・難病患者 

・乳幼児、妊産婦 

・病弱者（医療機器等の使用） 

※いずれも比較的軽度で専門設備等を必要としない方。 

室の対象 

(開設例) 

乳幼児等のための授乳・静養のための個別の部屋。 

精神障がい者、知的障がい者等のための個別の部屋。 

簡易ベッド等を設置するための個別の部屋。 

医療機器等を使用するための個別の部屋。 

 

 

※居宅における福祉サービスは、原則、居宅においてサービスを受けるものですが、厚生労

働省から下記のような特例通知が発出された場合は、広域避難所の福祉避難スペース(福

祉ニーズ区分１)や福祉避難室(福祉ニーズ区分２)等の避難先で福祉サービスの利用を継

続することができます。 

・平成２５年５月７日事務連絡：厚生労働省老健局介護保険計画課高齢者支援課、振興課、

老人保健課「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」 

・令和３年６月１６日事務連絡：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害福祉

課、精神・障害保健課「災害により被災した要援護障害者等への対応について」 
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区 分 
概 要・ 

対象者等 
説    明 

福 祉 避 難 所

(福祉ニーズ

区分３) 

概要 「福祉避難室（福祉避難スペース）」では避難生活が困難だが、

病院への入院、専門施設への入所には至らない方のため、社会

福祉施設等に「福祉避難所」を設置する。 

対象者 ・高齢者、要支援・要介護者 

・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 

・難病患者、医療的ケア児者 

・乳幼児、妊産婦   

※家族等の介助者や、それ以外のサポートにより避難所生活が

可能な方。 

※市からは、各施設が対応可能と考えられている要配慮者の受

入れを依頼予定 

根拠法令 災害対策基本法(昭和 36年 11月 15日法律第 223号) 

災害救助法(昭和 22年 10月 18日法律第 118号) 

人員配置 避難者のサポートは、原則、介助者（支援者）とする。これに

加え、状況に応じて次の対応も検討 

・施設職員（生活相談員※概ね１０人に 1人配置） 

・市職員等 

・ボランティア 

・保健・福祉・医療等の専門職集団（DWAT、看護支援ナースチ

ーム等）への要請 

受入人数 施設が受入可能と判断された人数について、受入要請を行う 

費用 主に災害救助法の基準による。 

備考 要配慮者の家族等の介助者も一緒に避難可能。 

受入スペースを確保するにあたり、パーティション等が必要な

場合は、市が協力し、避難スペースの確保に努める。 
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区 分 
概 要・ 

対象者等 
説    明 

緊急入所施設 

（介護老人 

福祉施設等） 

(福祉ニーズ

区分４) 

概要 特別養護老人ホーム等において、入所またはショートステイ等

による対応を必要とする身体状況の要配慮者のため、「介護保険

法に基づく社会福祉施設」へ緊急入所対応を行う。 

対象者 ・高齢者、要支援・要介護者 

※専門の設備・機材、専門スタッフによるケアを必要とする方。 

根拠法令 介護保険法(平成 09年 12月 17日法律第 123号) 

人員配置 法律の基準に基づく配置。 

面積基準 法律の基準に基づく面積を確保。 

費用 通常の介護報酬請求による。 

備考 要配慮者の家族は入所できない。 

人員配置基準および面積基準について、災害時における国の通

知による緩和措置等がある場合は、その基準に従う。 

緊急入所施設

（障がい者支

援施設等） 

(福祉ニーズ

区分４) 

概要 施設入所支援、短期入所、共同生活援助施設を緊急的に利用す

る必要がある要援護障がい者のため、「障害者総合支援法に基

づく障害者支援施設等」へ緊急入所対応を行う。 

対象者 ・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 

・難病患者、医療的ケア児者 

※専門の設備・機材、専門スタッフによるケアを必要とする方。 

根拠法令 障害者総合支援法(平成 17年 11月 7日法律第 123号) 

人員配置 法律の基準に基づく配置。 

面積基準 法律の基準に基づく面積を確保。 

費用 通常の介護報酬請求による。 

備考 要配慮者の家族は入所できない。 

人員配置基準および面積基準について、災害時における国の通

知による緩和措置等がある場合は、その基準に従う。 
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【助け合うために】 

市職員や支援者を中心に「なにか困っていませんか？」等、率先して声をかけ、要配慮者が申し出やすい

雰囲気を醸成しましょう。また、避難所内に「困ったことがあれば、市職員や周りの人に教えてください」、

「体育館などでの生活が困難な人のために福祉避難所を設置します」等の掲示を行いましょう。 

併せて、車中泊の方にも声かけを行いましょう。 

大規模災害発生 

３  要配慮者への対応フローについて 
 

 市内で大規模災害が発生した場合、要配慮者へは下記のとおりの対応が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の確認 

 

 １ 

地域の共助や滋賀県・高島市をはじめとした公助により、災害時避難行動要支援者名簿およ

び記録票に基づく避難支援が実施される。 

※医療依存度の高い方については、安否の確認 

一時避難場所開設 

 

 ２
 

市内の居住地に近い地区避難場所等に緊急一時的な避難を実施する。 

広域避難所開設 

 

 ３
 

市内の公共施設等のうち、安全が確認できたところを広域避難所として開設し、運営を開始

する。 

福祉ニーズ(避難生活要配慮者)調査 

 

 ４ 

広域避難所における要配慮者への対応は、本人・家族または自治会・民生委員等による申告

を基本とし、避難者名簿作成時等に、各自治会で、避難している人の中で、要配慮者を確認

し「福祉避難所受入れ調査票」（様式 1）を作成する。 
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避難所運営委員会で福祉ニーズへの対応を検討する 

 

 ５ 

避難所運営委員会とは、避難所に避難した方の代表者等による避難所の円滑な運営のため

に設置される組織のこと。派遣される市職員は適宜、助言や福祉ニーズへの対応等課題の

確認を行い、福祉避難所運営委員会で検討し、対応を決定する。 

※「４ 福祉ニーズの確認について」を参考にする。 

福祉ニーズ区分４への対応 

 

  

医療機関での加療・入院が必要な方について 119番通報を行う。また、専門的な設備・ス

タッフの整った社会福祉施設へ入所が必要な方について高島市災害対策本部へ報告する。  

福祉ニーズ区分３への対応 

 

高島市災対本部へ福祉避難所の開設を要請する。 

福祉避難室（福祉避難スペース）では対応が困難だが、専門施設での対応までは不要とい

う方について、高島市災害対策本部へ報告する。なお、福祉避難所では、家族やスタッフ

により介助を行う。 

  福祉ニーズ区分２への対応 

 

  

広域避難所において、特別教室や空き教室に福祉避難室や個別の福祉避難スペースを開設

し、専門的な設備やスタッフは必要としないが、家族等の介助により、避難生活が可能な

方への配慮を行う。 

福祉ニーズ区分１への対応 

 

 

広域避難所において、出入口附近や壁付近等に福祉避難スペースを割り当てるなどの配慮

を行う。 

５-１ 

５-２ 

５-３ 

５-４ 
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 ４ 福祉ニーズの確認について 
 

 個々の要配慮者の福祉ニーズを判断する際は、避難している時点での家族による介助の有

無、地域の協力の程度や、自助の程度などを基に、総合的に判断します。また、判断にあた

り、高齢者や障がい者等にあっては、「避難行動要支援者名簿」や「個別避難計画」の有無、

要介護度の程度・障害者手帳の等級などを参考に、その要配慮者が「現に避難生活において

どのような支障があるか」「どのような配慮が必要か」を念頭に置きます。 

※要介護度や障害者手帳の等級などの判断基準は、災害が発生し、避難しているという状

況においては、「家族等の支援の有無により必要な配慮が異なる」「災害により症状が悪

化している」などにより、適正な判断基準としては機能しないこともあります。 

  また、避難生活においては、体調が悪化し、必要な配慮が変化することが想定されるの

で、要配慮者には、定期的な状況確認が必要です。 

 

■福祉ニーズの判断基準（参考） 

 

福祉ニーズ 概  要 

区分１ 

広域避難所 

（福祉避難スペ

ース） 

広域避難所内において、一定の配慮により避難生活が可能なレベル 

【想定される配慮】 

■介護等は不要だが、配慮を要する高齢者や軽度の身体障がいを持つ障が

い者に、トイレ等避難所生活における移動負担を軽減するため、出入口付

近や通路側にスペースを割り当てる。また、通路幅を十分に確保する。 

■比較的軽度の精神障がいのある方等に、大勢に囲まれる状況がストレス

とならないよう、壁際にスペースを割り当てる。 

■視覚障がい者、聴覚障がい者等情報伝達に困難がある方に、避難所の情報

を得やすいよう、情報掲示板近くにスペースを確保するなど、行動の基準

点となるよう壁際のスペースを割り当てる。 

※避難所掲示板の情報が更新される際、口頭・身振りで伝える等の配慮を

行う。 

■妊婦、乳幼児（とその家族）等に、周囲へ過剰な気遣い等をさせないよう

壁際や出入口付近のスペースを割り当てる。 

 

区分２ 

広域避難所 

（福祉避難室） 

特別教室や空き教室に開設する福祉避難室で、家族等の介助により避難生

活が可能なレベル 

【想定される配慮】 

■授乳や乳幼児の静養等の空間を確保する。 
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 ■集団の中ではパニック等を引き起こすため避難所生活が困難だが、福祉

避難室で家族と一緒であれば生活が可能な方のための生活空間を確保す

る。 

 ※福祉避難室内もパーティション等で区分し、境界を明確にする。 

■体育館等での寝起きが困難な方のため、段ボールベッド等を活用し、生活

空間を確保する。 

■認知症や肢体不自由、その他の理由により家族による介助が必要で、一般

の避難所での生活が困難な方のための生活空間を確保する。 

■医療機器等を定期的に使用するため、電源および清潔な空間を確保する。 

区分３ 

福祉避難所 

福祉避難所において、介助者（家族や支援者）の介助等で避難生活が可能な

レベル。 

（福祉避難室での対応は困難だが、緊急に医療機関への入院・専門的な施設

への入所は不要なレベル。） 

【想定される配慮】 

■家族等による介助に加え、専門スタッフによる介助を必要としている、お

おむね中程度（福祉避難室での対応は困難だが、緊急に医療機関への入

院・専門的な施設への入所は不要なレベル）の身体障がい者または要介

護状態にある方へ、避難生活が可能な状況を確保する。 

■身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者、医療的ケア児者等のさ

まざまな理由により、広域避難所での共同生活が困難な方へ、本人と家

族（および同様の要配慮者）による生活環境を確保する。 

区分４ 

緊急入所 

緊急入院 

福祉避難所でも避難生活が困難で、医療機関による治療や、専門的な機材や

スタッフを必要とするレベル 

【措置】 

■医療機関への緊急入院。 

■介護福祉施設への緊急入所。 

■障害者支援施設等への緊急入所。 

その他 

家屋の損傷が軽微なため、自宅、車中、テント等での生活を継続する要配慮

者。 

【想定される配慮】 

■自宅、車中、テント等での生活を継続する者についても名簿を作成する。 

■食糧等の支給スケジュールを伝える。 

■定期的な情報伝達を行う。 

■物資等不足するものについて定期的に確認を行う。 
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 ５ 福祉避難所等の開設から閉鎖までのフロー 
 

 福祉避難所等の開設から閉鎖までは概ね次のとおり行われます。 
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 ６ 福祉避難所等の開設 
 

 

 

 

 

高島市災害対策本部（住民支援班） 

連絡先 

ＴＥＬ：０７４０－２５－８１２０ 

ＦＡＸ：０７４０－２５－８０５４ 

Ｍａｉｌ：fukushi@city.takashima.lg.jp 

（平時は健康福祉部社会福祉課への直通連絡先です） 
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（１）開設要請 
 

高島市災害対策本部が福祉避難所等を開設する必要があると認めたときは、施設に対し、

事前に施設の被害状況や収容可能人数等の確認を行ったうえで福祉避難所等の開設を要請

します。 

 

・【フロー図①②】避難所運営委員会と広域避難所の市担当者（住民支援班）は協力し、広

域避難所における避難者のうち、福祉避難所等による受入れを必要とする要配慮者につい

て「福祉避難所受入れ調査票」（様式１）により調査を行い、高島市災害対策本部に報告

をします。 

・【フロー図③】高島市災害対策本部（住民支援班）は、施設に対し被災状況、受入れの可

否の調査を依頼します。 

・【フロー図④】施設は、施設の被災状況を「福祉避難所開設チェックリスト」（様式２）、

「安全点検チェックリスト」（様式３）により調査するとともに、職員体制、設備・ライ

フラインの確認（電気、水道、ガス、電話、ＦＡＸ、トイレ等）、収容スペース等を考慮

し、高島市災害対策本部（住民支援班）に開設の可否を報告します。 

・【フロー図⑤】高島市災害対策本部（住民支援班）は、【フロー図①②③④】の結果をとり

まとめ、高島市災害対策本部長に報告します。 

・【フロー図⑥】高島市災害対策本部長は、その報告、施設毎の収容可能人数や体制等を勘

案したうえで、福祉避難所の開設の要否、開設を要請する施設を決定します。高島市災害

対策本部長が開設要請を決定した場合、高島市災害対策本部（住民支援班）は、当該施設

に「開設要請および要配慮者受入れ要請書」（様式４（追加要請の場合は様式５））にて要

請を行います。 

・【フロー図⑦】高島市災害対策本部は、福祉避難所を開設した場合、職員、要配慮者、関

係者にその場所を周知します。（住民支援班→避難所関係班） 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式１）福祉避難所受入れ調査票 

・（様式２）福祉避難所開設チェックリスト 

・（様式３）安全点検チェックリスト 

・（様式４）開設要請および要配慮者受入れ要請書 

・（様式５）要配慮者受入れ要請書（追加要請） 
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（２）受入れ者の決定 

 

福祉避難所は、災害時において高島市災害対策本部の判断で開設される二次的な避難所で

あるため、原則として発災直後から避難所として住民が避難することはできません。ただし、

事前に個別避難計画の作成等により施設側と調整ができている受け入れ対象者は直接避難

することができることとしています。直接避難をされることになった場合、施設は高島市災

害対策本部（住民支援班）と情報を密にし、対応することとします。【P2 再掲】 

広域避難所に避難された方のうち、高齢者、障がい者など、避難所生活において何らかの

特別な配慮を必要とする方であって、身体等の状況が特別養護老人ホーム、障害者支援施設、

医療機関等へ入所・入院するに至らない程度の要配慮者を、高島市災害対策本部が受入れ者

として決定（住民支援班で選定し、本部長が決定）し、施設へ「開設要請および要配慮者受

入れ要請書」様式４（または「要配慮者受入れ要請書(追加要請)」様式５）をＦＡＸ等で送

付します。 

高島市災害対策本部は、要配慮者の状態と施設の受入れスペースの環境から総合的に判断

し、各施設が受入れ対応が可能と考えられている要配慮者（高齢者対象の施設であれば高齢

者、障がい者対象の施設であれば障がい者）の受入れ要請を行います。 

また、受入れ先の福祉避難所の選定においては、要配慮者が日頃から利用している施設が

ある場合、その施設を優先して選定します。 

 

 ※ 個別避難計画作成による直接避難について【P2再掲】 

   個別避難計画では、市からの避難情報（（レベル３）高齢者等避難や（レベル４）避

難指示等）が出されたタイミングで直接避難されることを想定しています。計画作成

者は、避難される前に、福祉専門職や施設等と連絡調整を行い、また施設は高島市災

害対策本部（住民支援班）とも連携し、避難体制を整えることとします。 

 

 ※ 近隣住民の福祉避難所への避難への対応 

福祉避難所は、災害時において高島市災害対策本部の判断で開設される二次的な避難

所であるため、原則として発災直後から避難所として住民が避難することはできない

こととしていますが、近隣の一般避難者が避難されることも想定されます。そのよう

な場合、施設は一旦可能な範囲で避難者を受け入れていただくことが想定されますが、

その後の対応については、高島市災害対策本部（住民支援班）と協議し、対応を検討

することとします。 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式４）開設要請および要配慮者受入れ要請書 

・（様式５）要配慮者受入れ要請書（追加要請） 
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（３）受入れ者の移送 

 

【フロー図⑧】福祉避難所等への受入れが決定した要配慮者の移送（広域避難所から福祉

避難所等）については、原則として当該要配慮者の家族、または自治会等の地域の協力によ

り行います。ただし、家族や地域による移送が困難な場合は、協力依頼施設の職員または高

島市職員が移送を行います。移送の調整は高島市災害対策本部（住民支援班）が行います。 

 

■広域避難所から施設への要配慮者の移送手段（支援）は、下記の順番により行われます。 

（１） 家族・地域住民による移送 

（２） 協力依頼施設（職員）による移送 

（３） 高島市（職員）による移送 

 

○ （２）の移送の要請を行う場合は、あらかじめ施設に連絡のうえ、ＦＡＸ等により「移

送要請書」（様式７）を送付します。 

○ 高島市災害対策本部から要請を受け、施設が移送を行った場合は、「移送記録簿」（様

式８）を作成してください。移送に要した実費については、高島市に請求することが

できます。 

○ 施設の閉鎖や退所時は、各自で帰宅していただくこととなり、移送費請求の対象とは

なりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式７）移送要請書 

・（様式８）移送記録簿 



- 20 - 

 

（４）開設期間 

 

福祉避難所等の開設期間は、「開設要請および要配慮者受入れ要請書」（様式４）により高

島市が要請を行った期間とし、原則として災害発生の日から７日以内とします。しかし、市

内全域が被害を受けたような大規模災害で、７日の期間内で閉鎖することが困難な場合は、

事前に施設管理責任者等と協議し、必要最小限の期間を延長できるものとします。 

 

○ 災害救助法では、避難所（福祉避難所を含む）は、災害に際し応急的に難を避ける施設

であることから、開設の期間は災害発生の日から最大限７日以内と基準が定められてい

ます。また、開設の延長が必要な場合における延長の期間は、必要最小限度の期間とさ

れており、通常の場合、基準の期間である７日以内となります。これは再延長の場合も

同様です。 

※ 開設期間が予測できる場合、または、一定期間以上の開設が必要であることが明ら

かな場合は、国（県）と協議のうえ、７日を超える期間で開設または延長の期間を設

定できる場合があります。 

 

○ 開設の延長にあたっては、事前に高島市災害対策本部（住民支援班）と施設が電話等で

協議を行ったうえで決定するものとします。この場合における、文書による要請は後日

となる場合があります。 

 

○ 緊急入所施設は介護保険法または障害者総合支援法に基づくものであり、開設期間に係

る災害救助法の規定は適用されませんが、これを準用し、福祉避難所における開設期間

と同様に扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式４）開設要請および要配慮者受入れ要請書 
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 ７ 福祉避難所等の設置運営 

 

（１）名簿の作成・管理 

 

施設は、福祉避難所として受入れを行った要配慮者およびその家族等の介助者（以下、要

配慮者等という）について、高島市災害対策本部からの「開設要請および要配慮者受入れ要

請書」（様式４）を受け、広域避難所で記載された「福祉避難所受入れ調査票」(様式１)を

引き継ぐとともに、「要配慮者等受入れリスト」（様式６）の作成および聞き取り調査（配慮

を要すること等）を行ってください【第６章冒頭フロー図⑨】。 

また、「要配慮者受入れ要請書（追加要請）」（様式５）や、退所等により受入れ者に変更

が生じた場合、その他必要に応じて「要配慮者等受入れリスト」（様式６）等の更新を行っ

てください。 

 

○「要配慮者等受入れリスト」（様式６）および配慮を要することの聞き取りは、福祉避難

所の設置運営を行うにあたって早急に行っていただくものになります。高島市災害対策本

部からＦＡＸ等により施設へ示された「開設要請および要配慮者受入れ要請書」（様式４）

に記載された情報を元に作成してください。 

○【第６章冒頭フロー図⑩】「避難所定例報告書」（様式１３）により、毎日、入退所者数等

を高島市災害対策本部（住民支援班）へ報告してください。 

○要配慮者が退所する場合は、可能な限り転出先を確認し「要配慮者等受入れリスト」（様

式６）を記録してください。 

○言葉での理解が困難な聴覚障がい者、知的障がい者についてはコミュニケーション支援が

必要であるため、その区分と必要な支援についてリストに記載してください。 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式１）福祉避難所受入れ調査票 

・（様式４）開設要請および要配慮者受入れ要請書 

・（様式５）要配慮者受入れ要請書（追加要請） 

・（様式６）要配慮者等受入れリスト 

・（様式１３）避難所定例報告書 
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（２）人員配置 

 

福祉避難所における要配慮者のサポートは、原則、介助者(家族や支援者)としますが、状

況に応じて次の者の対応も検討します(検討する順番に並べているものではありません)。 

・生活相談員(施設職員※概ね１０人に１人配置) 

 ・市職員等 

 ・ボランティア 

 ・保健・福祉・医療等の専門職集団(DWAT、看護支援ナースチーム等)への要請 

※ 要配慮者の適切な支援が行えるよう、生活相談員やボランティア等は、できるだけ看

護師または介護福祉士等の専門職の資格を有する者であることが望ましい。 

 

○ 上記の生活相談員等は、要配慮者の日常生活上の支援や相談業務のほか、関係機関との

連絡調整業務等を行います。医療処置や治療、高度な介護サービス等を行うものではなく、

これらを必要とする要配慮者は入院加療や緊急入所（短期入所）により対応を図ります。 

○ 基本的に生活相談員は施設の既存の職員によるものとし、生活相談員は夜間も配置（２

４時間体制）をお願いします。 

○ 福祉避難所等の運営上、不足している人員の派遣について、高島市災害対策本部（住民

支援班）に様式９を提出し、要請することができます。その際、高島市災害対策本部（住

民支援班）は、市の職員の他、他施設職員、高島市災害ボランティアセンターに人的支援

を求めることができます。（「人的支援依頼票」（様式９）） 

○ 上記以外の人的支援として福祉サービス（居宅介護および重度訪問介護）を利用するこ

ともできます。（避難所等の避難先を居宅とみなしてサービス提供して差し支えありませ

ん。）また、屋外の移動が困難な障がい者に対する移動支援についても同様に避難所を居

宅とみなすこともできます。（平成２５年５月７日事務連絡：厚生労働省老健局介護保険

計画課高齢者支援課、振興課、老人保健課「災害により被災した要介護高齢者等への対応

について」および令和３年６月１６日事務連絡：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課、障害福祉課、精神・障害保健課事務連絡「災害により被災した要援護障害者等へ

の対応について」） 

○ 福祉避難所において、上記の人的支援が難しい場合は、施設で賃金職員を雇い上げるこ

とができ、雇い上げにあたり生じた実費は、高島市に請求することができます。 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式９）人的支援依頼票 
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（３）受入れスペースの確保 

 

福祉避難所では、要配慮者の特性を踏まえ適切に対応ができるよう、施設が受入可能と判

断された人数について、受入れを行うこととし、避難生活に必要な空間を確保します。あわ

せて、できる限り施設内のバリアフリー化に努め、要配慮者の生活環境の整備を行います。 

 

○ 空室を活用した個室による受入れやベッドの利用が可能な場合は、それを優先します。 

○ 地域交流スペースまたはデイサービスのスペース等を利用し、できるだけ１人あたりの

面積を広く確保できるよう努めてください。 

〇 スペースを確保するにあたり、パーティション等が必要な場合は、市も協力し、避難ス

ペースの確保に努めることとします。 

〇 緊急車両の駐車位置と受入れスペースまでの導線についても確認してください。 

○ できる限り施設内の段差を解消する等バリアフリー化に努め、要配慮者の生活環境の整

備を行ってください。 
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（４）食事の提供・食糧等の管理 

 

福祉避難所における避難者への食事の提供は、公平性の確保に最大限配慮し、避難者から

の特別な要望については、可能な限り対応をお願いします。施設による食糧の確保が難しい

など、食糧等に不足が生じる恐れがある場合は、内容および数量等を取りまとめ、「食糧・

物資要請リスト」（様式１１）により、高島市災害対策本部（住民支援班）に支援を求める

ことができます。 

 

○ 避難者への食事に供する食糧は、原則として施設にて確保していただきます。 

局地的な災害の場合等で、通常の流通ルートが機能している場合や近隣の店舗等の営業

がなされている場合は、施設で食糧を購入する等により調達してください。 

○ 食事の提供に要した主食、副食および燃料等の実費は、市へ請求することができます。

この場合に目安となる額は、１人あたり日額１，２３０円以内とします。（災害救助法施

行令第３条第１項に基づく「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償

の基準」により算定します。） 

食事の調理に要する人件費（※地域における通常の実費）については、この基準額には

含まれませんので、人件費として計上してください。 

○ 食事の提供に要した総経費を、延給食日数で除した金額をもって、日額とします。（※

大人も子どもも全て１人とし、１食は３分の１日として計算します。） 

○ 福祉避難所における食事の提供は、特別養護老人ホーム等の入所居住型施設における

一般の要配慮者に通常提供される水準のものを求めるものではありません。 

○ 施設による食糧の確保が難しい等、食糧等に不足が生じる恐れがある場合は、不足する

内容および数量等を取りまとめ、「食糧・物資要請リスト」（様式１１）により、高島市災

害対策本部(住民支援班)に支援を要請してください。要請に応じ、市備蓄物資や他都市か

らの援助物資、協定業者からの流通物資等による支援を行います。 

○ 高島市災害対策本部(住民支援班)へ支援を要請し、食糧の受入れを行った場合は、「食糧・

物資管理簿」（様式１２）に受領内容、日時を記入し、適切な保管場所で保管してくださ

い。 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式１１）食糧・物資要請リスト 

・（様式１２）食糧・物資管理簿 
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（５）物資の提供・管理・備蓄 

 

要配慮者への物資の提供にあたっては、公平性の確保に最大限配慮し、特別な要望につい

ては、可能な限り対応をお願いします。物資等に不足がある場合は、不足する内容および数

量等を取りまとめ、「食糧・物資要請リスト」（様式１１）により、高島市災害対策本部(住

民支援班)に支援を求めることができます。 

 

○ 要配慮者へ提供する毛布等の物資は、施設にて確保していただきます。局地的な災害の

場合等で、通常の流通ルートが機能している場合や近隣の店舗等の営業がなされている場

合は、施設で物資を購入する等により調達を行ってください。なお、物資の調達に要した

実費は、市へ請求することができます。 

 

【要配慮者へ提供する物資の例】 

① 被服、寝具および身の回り品 

洋服、下着、毛布、布団、タオル、靴下、履物等  

② 日用品 

石けん、シャンプー、歯みがきセット、ティッシュペーパー等 

③ 衛生・救急用品 

マスク、絆創膏、消毒剤、ガーゼ、紙オムツ、ゴム手袋、生理用品等 

④ その他 

避難生活に必要な日常用品 

※ 施設で物資を調達するにあたり、判断が難しい物資については事前に高島市災害対策本

部(住民支援班)へ相談してください。 

 

○ 施設による物資の確保が難しい等、物資に不足がある場合は、不足する内容および数量

等を取りまとめ、「食糧・物資要請リスト」（様式１１）により、高島市災害対策本部(住

民支援班)に支援を要請してください。 

要請に応じ、市備蓄物資や他都市からの援助物資、協定業者からの流通物資等による

支援を行います。 

○ 高島市災害対策本部(住民支援班)へ支援を要請し、物資の受入れを行った場合は、「食

糧・物資管理簿」（様式１２）に受領日時を記入し、適切な保管場所へ保管してください。 

○ 高島市災害対策本部(住民支援班)は、コミュニケーションに支援が必要な要配慮者に必

要な物品について、設置するように努めます。 

〇 施設においては平時より、業務継続のため、物資の備蓄に努めていただきますようお願

いします。また、停電に備え、電源の確保にも努めていただきますようお願いします。 

○ 福祉避難所における物資・器材の備蓄の例 
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・前ページの【要配慮者へ提供する物資の例】に記載されている物資 

・発電機 

・情報関連機器（ラジオ、テレビ、電話、無線、ファクシミリ、パソコン等） 

・飲料水、要配慮者に適した食料、下着（生理用ショーツを含む）、電池 

・携帯トイレ（主として洋式便器で使用）、ベッド、担架、パーティション 

・車いす、歩行器、歩行補助杖、補聴器、収尿器、ストーマ用装具、気管孔エプロン、酸

素ボンベ等の補装具や日常生活用具等 

  ・消毒液、体温計、（段ボール）ベッド、パーティション等の衛生環境対策等として必要 

な物資 

 

（参考：福祉避難所の確保・運営ガイドライン（内閣府防災担当策定）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式１１）食糧・物資要請リスト 

・（様式１２）食糧・物資管理簿 
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（６）市職員・施設職員・ボランティアの支援要請 

 

施設は、福祉避難所等の設置運営にあたり人材に不足がある場合は、「人的支援依頼票」

（様式９）により、支援を要請することができます。 

 

○ 施設は、市職員や民間施設職員・ボランティアに不足がある場合、不足する職種・専門

的な人材（介護福祉士、看護師等）および人数、活動内容、希望する活動日時等を取りま

とめ、「人的支援依頼票」（様式９）により、高島市災害対策本部（住民支援班）に支援を

要請してください。 

○ 高島市災害対策本部（住民支援班）は、施設から要請を受けた場合は、速やかに派遣す

る人材を選定し、当該施設へ職員の派遣およびボランティアの活動調整を行います。民間

施設職員の派遣については「その他依頼票」（様式１０）により依頼します。ボランティ

アの活動調整については、高島市災害ボランティアセンターへ電話等により依頼し、同セ

ンターは活動調整を行います。 

○ ボランティアの活動が完了した場合、施設は、高島市災害ボランティアセンターへ速や

かに電話等により報告を行ってください。 

○ 施設がボランティアの受入れを行った場合は、「避難所定例報告書」（様式１３）により、

高島市災害対策本部(住民支援班)へ報告してください。 

 

高島市災害ボランティアセンター 

連絡先 

ＴＥＬ：０７４０－２５－５７３０ 

ＦＡＸ：０７４０－２５－５１７７ 

（平時は高島市社会福祉協議会への直通連絡先です） 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式９）人的支援依頼票 

・（様式１０）その他依頼票 

・（様式１３）避難所定例報告書 
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（７）視覚障がい者、聴覚障がい者 

 

①視覚障がい者には、トイレへの移動や食糧の配給の受取など、支援者によるサポート体制

を確保するようにしてください。 

 

②視覚障がい者には、トイレの近くの場所を確保するようにしてください。 

 

③避難所では、できるだけ盲導犬も一緒に生活できるようにしてください。 

 

④コミュニケーションに支援が必要な視覚障がい者、聴覚障がい者に対して、食糧、物資の

配布や情報提供等について配慮してください。 

 

⑤手話通訳者、要約筆記者、外国語通訳者が必要な場合は、「人的支援依頼票」（様式９）に

より、高島市災害対策本部(住民支援班)を通じて、派遣を要請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式９）人的支援依頼票 



- 29 - 

 

（８）緊急時対応 

 

福祉避難所は、入所介護や療養、医療処置等を必要としない心身の程度の者が受け入れの

対象者となりますが、身体状況等の悪化により、緊急入所や医療処置、治療等が必要と判断

される場合は、緊急入所施設や医療機関へ速やかに移送し、適切な対応を図る必要がありま

す。 

 

○ 避難者の身体状況等の悪化により、福祉避難所での生活が困難と認められる場合は、速

やかに高島市災害対策本部(住民支援班)へ連絡を行い、指示を受けてください。 

この場合、医療機関への緊急入院や近隣の緊急入所施設等へ入所などの措置をすること

となります。 

○ 移送手段や移送に要する費用等については、要配慮者の受入れ（移送）と同様の取り扱

いとします。 

○ 緊急に医療処置等を要し、高島市災害対策本部(住民支援班)の指示を受ける時間がない

場合は、施設の判断により救急車の要請等の対応を行い、その後、速やかに高島市災害対

策本部(住民支援班)へ報告してください。 

○ 施設内で避難者のトラブル等が発生した場合は、状況により高島市災害対策本部(住民

支援班)および警察へ連絡してください。 
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（９）報告書（日報）の提出 

 

福祉避難所等の運営にあたり、「避難所定例報告書」（様式１３）により、施設の状況およ

び要配慮者の受入れ状況等について、毎日、高島市災害対策本部(住民支援班)へ報告してく

ださい。 

 

○ 毎日の施設の状況および要配慮者の受入れ状況等について、「避難所定例報告書」（様式

１３）により、高島市災害対策本部(住民支援班)へ報告を行ってください。 

○ 報告は、ＦＡＸを使用し、高島市災害対策本部(住民支援班)があらかじめ指定する時刻

および FAX番号に行うものとします。 

○ 施設の状況の他、日ごとの受入れ人数、新規入所者（退所者）の氏名等を高島市災害対

策本部(住民支援班)へ報告してください。自宅へ帰宅される等、退所者が発生した場合は、

可能な限り転出先を確認し記録してください。 

○ 災害の状況等により、ＦＡＸによる報告が難しい場合は、緊急を要する場合を除き、後

日まとめて高島市災害対策本部(住民支援班)に報告を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式１３）避難所定例報告書 
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（１０）閉鎖（指定解除） 

 

避難者が全て退所し、福祉避難所としての目的を達成したときは、必要な原状回復を行い、

高島市災害対策本部は福祉避難所としての指定の解除を行います。 

 

○ 高島市災害対策本部（住民支援班）は、施設が早期に本来目的の活動を再開できるよう、

避難者に対し生活再建にかかる相談を行う等、各種支援制度につなげることで、福祉避難

所の早期閉鎖に努めます。 

○ 福祉避難所としての指定の解除を行った場合は、高島市災害対策本部は施設に対し、「福

祉避難所等指定解除通知書」（様式１４）を交付します。 

○ 福祉避難所の閉鎖後は、高島市に対し速やかに設置運営経費の請求手続を行います。 

○ 福祉避難所の開設が長期化し、福祉避難所毎の入所数にばらつきが出るなどした場合は、

各施設および避難者に相談のうえ、福祉避難所の統廃合を図ることがあります。 

○ 施設の原状回復に要する費用は、「福祉避難所の設置運営に要した経費に関する届出書」

（様式１５）をもって、実費を高島市へ請求することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式１４）福祉避難所等指定解除通知書 

・（様式１５）福祉避難所の設置運営に要した経費に関する届出書 
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 ８ 緊急入所施設・障害者支援施設等の設置運営 

 

（１）緊急入所施設の設置運営 

 

福祉避難所での生活が困難な高齢者・要介護者については、緊急入所施設として、特別養

護老人ホームの短期入所（ショートステイ）等により、適切な支援を行います。その際、緊

急入所施設は、定員を超過して要配慮者等の受入れが可能とされています。 

 

○ 高島市災害対策本部(住民支援班)は、対象者の判断にあたっては、実際の要介護度のみ

ならず、身体の状況や家族による支援の有無等を総合的に確認したうえで入所を決定しま

す。 

○ 緊急入所施設の開設期間について、当該施設は介護保険法に基づくものであるため災害

救助法の規定は適用されませんが、福祉避難所における開設期間と同様に扱うこととしま

す。 

○ 施設は、特別養護老人ホームの短期入所（ショートステイ）に準じて、対応（人員配置

や面積の確保を含む）するものとし、受入れに際し必要となる経費については、通常の介

護報酬請求により行うものとします。 

○ 「介護サービス費」「食費・居住費」の自己負担分の取扱いについては、下記のとおり

行ってください。 

【介護サービス費】 

・高島市介護保険条例施行規則の規程に基づき、緊急入所施設への入所にあたり本人が、高

島市に対し介護保険利用者負担額減額、免除申請を行います。 

・上記の減免申請を行ったうえで生じる自己負担分（残額）は、原則本人負担となります。 

【食費・居住費】 

・介護サービス費と同様、緊急入所施設への入所にあたり本人が、高島市に対し介護保険負

担限度額認定申請を行います。そのうえで生じる自己負担分（残額）については、原則本

人負担となります。 

○ 施設が、緊急入所施設として要配慮者の受入れを行った場合は、早急に「要配慮者等受

入れリスト」（様式６）を作成するとともに、要配慮者から介護サービス費、食費･居住費

の自己負担分の減免に係る下記申請書を徴取し、高島市へ提出してください。 

① 介護サービス費：「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」（様式１６） 

② 食費・居住費 ：「介護保険負担限度額認定申請書」（様式１７） 

○ 上記②の申請に必要な申請者の押印や、月をまたぐ場合の申請の取扱いについては、弾

力的な運用を行うこととします。 

○ 「避難所定例報告書」（様式１３）の作成および報告等、介護保険法の規定によるもの以
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外については、福祉避難所の設置運営に準じて取扱いを行ってください。 

 

（参考：平成２５年５月７日事務連絡：厚生労働省老健局介護保険計画課高齢者支援課、振

興課、老人保健課「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式６）要配慮者等受入れリスト 

・（様式１３）避難所定例報告書 

・（様式１６）介護保険利用者負担額減額・免除申請書 

・（様式１７）介護保険負担限度額認定申請書 
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（２）緊急障害者支援施設等の設置運営 

 

福祉避難所での生活が困難な障がい者については、障害者支援施設への入所等により、適

切な支援を行います。その際、障害者支援施設は、日常のサービス提供に著しい支障が生じ

ない範囲で、定員を超過して要配慮障がい者等の受入れが可能とされています。 

 

○ 高島市は、対象者の判断にあたっては、障がいの程度、心身の状況等を確認したうえで

入所を決定します。 

○ 施設は、障害者総合支援法の基準により対応（人員配置や面積の確保を含む）するもの

とし、受入れに際し必要となる経費については、通常の介護給付費の請求により行うもの

とします。ただし、介護給付費については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所要

単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、職員の配置基準にかかわら

ず所定の介護給付費の対象とします。 

○ 緊急での障害者支援施設等の開設期間について、当該施設は障害者総合支援法に基づく

ものであるため災害救助法の規定は適用されませんが、福祉避難所における開設期間と同

様に扱うこととします。 

○ 介護給付費、食費･居住費の利用者負担については、障害者総合支援法第 31 条の規定

や、条例に基づく減免の仕組み等を活用した上で発生する自己負担額については、原則本

人負担となります。 

○ 「避難所定例報告書」（様式１３）の作成および報告等、障害者総合支援法の規程によ

るもの以外については、福祉避難所の設置運営に準じて取扱いを行ってください。 

 

（参考：令和３年６月１６日事務連絡：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障

害福祉課、精神・障害保健課・「災害により被災した要援護障害者等への対応について」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式１３）避難所定例報告書 
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 ９ 費用の積算および請求 
 

（１）＜福祉避難所＞費用の積算 

 

施設が、福祉避難所の設置運営のため要した費用および高島市の要請に基づき施設が実施

した事項に係る費用は、所要の実費を高島市が負担します。 

  

○ 施設が、福祉避難所の設置運営のために、生活相談員等の配置に要した人件費、要配慮

者に要した食費およびその他の費用について、市が所要の実費を負担します。 

○ 所要の実費は、項目ごとに別表の額を目安とします。 

災害の規模および被災者の状況等により、別表により難い場合にあっては、高島市と協議

のうえ決定します。 

○ 福祉避難所としての開設期間であっても、通常の施設運営にかかる費用は請求いただけ

ません。（別表） 

 

 

（２）＜福祉避難所＞請求手続き 

 

高島市災害対策本部の要請により、福祉避難所を開設した施設は、高島市への費用の請求

にあたり、福祉避難所の設置運営に要した経費に関する届出書を提出するものとします。 

 

○ 高島市への費用の請求にあたっては、「福祉避難所の設置運営に要した経費に関する届

出書」（様式１５）を請求書と併せて提出してください。 

○ 請求書の様式については特段の定めはありません。 

○ 福祉避難所の開設期間が長期化する場合は、開設期間中であっても月単位等により、「福

祉避難所の設置運営に要した経費に関する届出書」（様式１５）をもって、高島市に対し

費用の請求を行うことができます。（その他関係様式） 

○ 費用の積算根拠となる領収書等の支払伝票の証拠書類は、施設で揃えておく必要があり

ます（５年保存）。 

○ 必要に応じて、高島市による精算監査を実施します。 

 

 

 

■本項目において使用する様式 

・（様式１５）福祉避難所の設置運営に要した経費に関する届出書 
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（３）＜緊急入所施設＞費用の積算および請求手続き 

 

緊急入所施設の設置運営に要した費用は、通常の介護報酬請求によるものとします。ただ

し、介護サービス費等の自己負担分については、介護保険制度に係る減免等の仕組みを活用

したうえで発生する分は原則本人負担となります。 

 

○ 緊急入所施設の設置運営に要した費用については、介護保険法に基づく通常の介護報酬

請求により、国保連へ請求を行ってください。 

○ 介護サービス費、食費・居住費の自己負担分については、「７-(1) 緊急入所施設の設

置運営」に記載する介護保険制度に係る減免等の仕組みを活用したうえで発生する分（残

額）については、原則本人負担となります。 

○ 開設期間が長期化する場合は、開設期間中であっても月単位等により、高島市に対し費

用の請求を行うことができます。 

○ 費用の積算根拠となる領収書等の支払伝票の証拠書類は、施設で揃えておく必要があり

ます。（５年保存） 

○ 必要に応じて、高島市による精算監査を実施します。 

 

 

（４）＜緊急障害者支援施設等＞費用の積算および請求手続き 

 

緊急障害者支援施設等（施設入所支援・短期入所・共同生活援助）の設置運営に要した費

用は、通常の介護報酬請求によるものとします。ただし、サービス料等の自己負担分につい

ては、障害福祉サービスに係る減免等の仕組みを活用したうえで発生する分は原則本人負担

となります。 

 

○ 緊急障害者支援施設等（施設入所支援・短期入所・共同生活援助）の設置運営に要した

費用については、障害者総合支援法に基づく通常の介護報酬請求により、国保連へ請求を

行ってください。 

○ サービス料、食費、居住費の自己負担分については、障害福祉サービスに係る減免等の

仕組みを活用したうえで発生する分（残額）は原則本人負担となります。 

○ 費用の積算根拠となる領収書等の支払伝票の証拠書類は、施設で揃えておく必要があり

ます。（５年保存） 

○ 必要に応じて、高島市による精算監査を実施します。 
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 10 その他 
 

１ 守秘義務の遵守 

○ 福祉避難所等の設置運営にあたっては守秘義務が課せられ、避難者等の情報を他に漏ら

してはなりません。これは、福祉避難所等を閉鎖した後も同様です。 

○ 避難者についての問合せ等の対応は、高島市災害対策本部（住民支援班）が行いますの

で、疑義が生じた場合は、その都度、高島市災害対策本部（住民支援班）へ連絡し指示を

仰いでください。 

 

２ 旅館・ホテル等の活用 

○ 高島市災害対策本部は、福祉避難所に適した施設が不足すると判断した場合は、公共の

宿泊施設や民間の旅館・ホテル等を避難所として借り上げる等の検討を行うことします。 

 ※ 滋賀県と滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合が締結している「災害時における宿泊施

設等の提供に関する協定」の活用 

 

３ 福祉避難所等の設置運営に係る訓練等の推進 

○ 災害が発生した時、本手引きに基づき、福祉避難所等の設置運営が円滑に実施されるよ

う、地域の防災訓練等と併せて、平常時から災害時における対応についての訓練を実施し

ておくことが必要です。 

○ 訓練を通じて、体制や本手引き等の検証を行いながら、その改善・充実を図るものとし

ます。 

 

４ 意見交換会等の開催 

○ 必要に応じて、本手引きや福祉避難所に係る意見交換会を開催し、適時、見直し等を行

うものとします。 

○ 市および施設は、住民に災害時の避難の流れについて理解していただけるよう、防災に

係る研修会や出前講座等を通じ啓発に努めることとします。 
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（別表）費用の積算および請求関係 

No 種類 費用の限度額 備考 

1 
避難所

の設置 

(基本額） 

 避難所設置費 

  1人１日あたり 340円以内。 

（加算額） 

・冬季（10月～３月） 

 別に定める額。 

 

１ 費用には、下記が含まれる。 

 ①避難所の設置。 

 ②維持および管理のための賃金職員等雇上費。 

 ③消耗器材費。 

※石鹸等、避難者が共同で使用するもの。個人が

使用するものは No.３による。 

※救援物資等、外部から受け入れた物資は精算対

象外。 

 ④建物等の使用謝金、借上費または購入費。 

※閉鎖時の原状復旧費等。 

 ⑤光熱水費ならびに仮設便所等の設置費。 

２ 輸送費は別途計上。 

３ 器材等はレンタルを基本としますが、状況に応じ、

購入していただけます。 

 「福祉避難所」を設置した場

合、地域における通常の実費を

必要経費として加算。 

① 生活相談員の配置経費。 

② 要配慮者の日常生活支援に必要な紙おむつ等の

消耗器材等の購入費。 

③ 要配慮者の生活環境を整備するための簡易洋式

トイレ等仮設設備の購入費。 

2 

炊き出

しその

他によ

る食品

の給与 

１人１日あたり 

  1,230円以内。 

１ 食品給与のための総経費を延給食日数で除した金

額が 限度額以内であればよい。 

 （1食は 1/3日、大人も子どもも 1人とする。） 

２ 輸送費、人件費は別途計上。 

3 

被服・寝

具その

他生活

必需品

の給与

または

貸与 

１ 夏季（４月～９月）、 

冬季（10月～ ３月）の季別

は、災害発生の日をもって決定

する。 

２ 下記金額の範囲内。 

１ 備蓄物資の価格は、年度当初の評価額。 

２ 現物給付に限ること。 

３ 救援物資を給付した場合は、精算対象外。 
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※上記金額等は、災害救助法施行令第３条第１項に基づく「災害救助法による救助の程度、方法

および期間並びに実費弁償の基準」で定められている令和５年４月１日現在の金額。内閣府の

告示により変動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分（単

位は円） 

1人 

世帯 

2人 

世帯 

3人 

世帯 

4人 

世帯 

5人 

世帯 

6人以上 

1人増す 

ごとに加算 

全壊 

全焼 

流出 

夏 19,200  24,600 36,500 43,600 55,200 8,000 

冬 31,800 41,100 57,200 66,900 84,300 11,600 

半壊 

半焼 

床上 

浸水 

夏 6,300 8,400 12,600 15,400 19,400 2,700 

冬 11,000 13,200 18,800 22,300 28,100 3,700 

4 

輸送費

および

賃金職

員等雇

上げ費 

地域における通常の実費   
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参考資料１ 要配慮者の特性ごとの対応 

要配慮者の特性ごとの対応 

【避難に関して】 

①障がい者・難病患者・医療的ケア児者 

 避難行動等の特徴 避難誘導時の配慮事項 

視

覚

障

が

い

の

あ

る

人 

○被害の状況を知ることができない。（視覚

による緊急事態の察知が不可能な場合が

多い｡） 

○災害時には、住み慣れた地域でも状況が一

変し、いつもどおりの行動ができなくな

る。 

○日常の生活圈外では、介護者がいないと避難で

きないため、避難誘導等の援助が必要である。 

○日常の生活圈であっても災害時には環境の変化

から認知地図が使用不能となる場合があること

に配慮する。 

○白杖等を確保する。 

○安否確認および避難所への誘導を行う。 

聴

覚

障

が

い

の

あ

る

人 

○音声による情報が伝わらない。（視覚外の

異変・危険の察知が困難。音声による避難

誘導の認識ができない｡）            

○緊急時でも言葉で人に知らせることが難

しい。 

○文字情報や手話によって状況説明を行い避難所

等へ誘導する。（筆記用具等を用意しておく｡） 

言

語

障

が

い

の

あ

る

人 

○緊急時でも言葉で人に知らせることが難

しい。 

○文字情報や手話によって状況説明を行い避難所

等へ誘導する。（筆記用具等を用意しておく｡） 

肢

体

不

自

由

の

あ

る

人 

○自分の安全を守ることが難しい。 

○自分で避難することが難しい。 

 

○自分で避難することが困難な場合には、車いす

やストレッチャー等の移動用具等を確保するこ

とが望ましいが、移動用具等が確保できない場

合には、担架やリヤカーの使用、おんぶなどに

より避難する。 
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内

部

障

が

い

の

あ

る

人 

 

○自力歩行や素早い避難行動が困難な場合

がある。 

○心臓、腎臓、呼吸器などに機能障がいがあ

り、人工透析など医療的援助が必要な場合

がある。 

○医薬品を携帯する必要がある。 

○常時医療機材（人工呼吸器、酸素ボンベな

ど）を必要とする人がいる。 

○常時使用している医療機材を確保するほか、医

薬品を携帯するとともに、自力で避難すること

が困難な場合には、車いすやストレッチャー等

の移動用具等を確保することが望ましい。移動

用具等が確保できない場合には、担架やリヤカ

ーの使用、おんぶなどにより避難する。 

知

的

障

が

い

の

あ

る

人 

○急激な環境の変化に順応しにくい。 

○―人では理解や判断することが難しく（緊

急事態等の認識が不十分な場合）、環境の

変化による精神的な動揺が見られる場合

がある。 

○―人でいるときに危険が迫った場合には、緊急

に保護する。 

○災害の状況や避難所等の位置を短い言葉や文

字、絵、写真等を用いてわかりやすく説明する。

必要に応じて誘導する。 

○また、動揺している場合には、日常の支援者が

同伴するなどして気持ちが落ち着くよう支援す

ることが大切である。 

精

神

障

が

い

の

あ

る

人 

○災害発生時には、精神的動揺が激しくなる

場合がある。 

○自分で危険を判断し、行動することができ

ない場合がある。 

○普段から服用している薬を携帯する必要

がある。 

○災害の状況や避難所等の位置を伝えるととも

に、必要に応じて無理のないやり方で誘導する。 

○また、動揺している場合には、話を聞き気持ち

が落ち着くよう支援することが大切である。 

 

発

達

障

が

い

の

あ

る

人 

 

 

 

○自分で危険を判断し、行動することができ

ないことがある。 

○災害発生時には、いつもと違う状況で不安

になり、こだわりや変化に対する抵抗を示

し、パニック(走り回る、大声を出す、同じ

ことを何度も言う、動かないなど）になる

ことがある。 

○困っていることが伝えられない場合が多

い。 

 

 

 

○―人でいるときに危険が迫った場合には、緊急

に保護する。声をかけても反応しない人もいる。 

○静かな声でゆっくりと傍で話しかける。大きな

声でたたみかけるようにことばをかけると混乱

したままの状態での応答になり、普段十分会話

ができる人でも通じなくなる。 

○災害の状況や避難所等の位置を短い言葉や文

字、絵、写真等を用いてわかりやすく説明する。

必要に応じて誘導する。 

○動揺している場合には、日常の支援者が同伴す

るなどして気持ちが落ち着くよう支援すること

が大切である。 
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難

病

患

者 

○自宅からの避難が困難 

○介護用品の持ち出し、その後の確保が必要 

○介護サービス等の支援が停止するので、誰

かが 24時間付き添わざるを得ない。 

○透析などにより、頻回な専門機関受診を要

する。 

○人工呼吸器、在宅酸素療法など、医療機器

の常用がある。 

○人工肛門など、特殊処置を要する。 

○服薬中断等による体調悪化が予想される。 

○安否確認時に、安全な場所にいて、医療機器の

継続使用が可能な状態であることを確認する。 

○より本人の状態に適した避難場所への移動を希

望するかを確認する。 

○安否確認時に、安全な場所にいるかを確認する。 

○必要物資が確保できているかを確認する 

○付添が確保されているかを確認する。 

医

療

的

ケ

ア

児

者 

○透析などにより、頻回な専門機関受診を要

する。 

○人工呼吸器、在宅酸素療法など、医療機器

の常用がある。 

○人工肛門など、特殊処置を要する。 

○服薬中断等による体調悪化が予想される。 

○通常は保護者に伴われている。 

○危険を判断して行動する能力が備わって 

いない。 

○安否確認時に、安全な場所にいて、医療機器の

継続使用が可能な状態であることを確認する。 

○より本人の状態に適した避難場所への移動を希

望するかを確認する。 

○避難中の生活を考慮し、適切な避難誘導が必要。 

 

②高齢者 

 避難行動等の特徴 避難誘導時の配慮事項 

単

身

者 

○緊急判断ができない場合がある。 

○避難生活用の物資の搬出が困難 

○遠距離への避難が困難 

 

○早急に安否確認を行い、情報を伝達し、避難誘

導を行う。 

○必要物資が確保できているかを確認する。 

○自力で移動できる範囲に適切な避難場所が確保

できない場合は、移動手段の確保を支援する。 

寝

た

き

り

者 

○自宅からの避難が困難 

○介護用品の持ち出し、その後の確保が必要 

○介護サービス等の支援が停止するので、誰

かが 24時間付き添わざるを得ない。 

○安否確認時に、安全な場所にいるかを確認する。 

○必要物資が確保できているかを確認する 

○付添が確保されているかを確認する。 
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認

知

機

能

が

低

下

し

て

い

る

方 

○避難の必要性が理解できない。 

○避難先での環境変化に対応できない。 

○安否確認時に、安全な場所にいるかを確認する。 

○なるべく本人の慣れた場所で、家族が一緒にい

られるよう配慮する。 

  

 

③妊産婦・乳幼児 

 避難行動等の特徴 避難誘導時の配慮事項 

妊

産

婦 

○行動機能は低下しているが、自分で判断

し、行動できる。 

 

乳

幼

児 

○通常は保護者に伴われている。 

○危険を判断して行動する能力が備わって

いない。 

○避難中の生活を考慮し、適切な避難誘導が必要。 

 

 

 

 

【情報伝達、避難生活に関して】 

①障がい者・難病患者・医療的ケア児者 

 特微的なニーズ 情報伝達の際の配慮事項 避難生活における配慮事項 

視

覚

障

が

い

の

あ

る

人 

○視覚による緊急事態等の

覚知が不可能な場合や瞬

時に覚知が困難な場合が

多いため、音声よる情報

伝達および状況説明が必

要である。 

○行政からの広報、その他生

活に関する情報等が来た時

には、必ず知らせる。 

○分かりやすいロ調で伝え

る。 

○音声情報で複数回繰り返

す。 

○点字や拡大文字のほか、指

点字や触手話、指文字、手

のひら書きなど、一つない

し複数の組合せでコミュニ

○避難所内の案内を行う。特にト

イレや水道などの場所確認のた

めの誘導を行う。 

○仮設トイレを屋外に設置する場

合は、壁伝いに行くことができ

る場所に設置する等、移動が容

易にできるよう配慮する。 



- 44 - 

 

ケーションをとり情報提供

に努める。 

○盲ろう者通訳・介助員を避

難所等に派遺する。 

聴

覚

障

が

い

の

あ

る

人 

○音声による避難・誘導の

指示が認識できないた

め、手話・要約筆記・文字・

絵図等を活用した情報伝

達および状況説明が必要

である。 

○重視聴覚障がいのある人

の場合には、さらに併せ

持つ障がいに応じたニー

ズがあることに留意す

る。 

○コミュニケーション手段を

本人にまず確認する。 

○正面からロを大きく動かし

て話す。 

○文字や絵を組み合わせた筆

談で情報を伝える。（常時筆

記用具を用意しておく。） 

○盲ろう者通訳・介助員・手

話通訳者および要約筆記者

を避難所等に派遣する。 

○掲示板、ＦＡＸ、Ｅメール

を活用した情報提供を行う

とともに、文字放送専用テ

レビを避難所に設置するこ

とに努める。 

○伝達事項は、紙に書いて知らせ

る。 

○派遣された手話通訳者、要約筆

記者等にも協力を求める。 

言

語

障

が

い

の

あ

る

人 

○自分の状況等を伝える際

の音声による会話が困難

であるため、筆談や手話

等による状況把握が必要

である。 

 ○伝達事項は、紙に書いて知らせ

る。 

○派遣された手話通訳者、要約筆

記者等にも協力を求める。 

肢

体

不

自

由

の

あ

る

人 

○自力歩行や素早い避難行

動が困難な場合が多く、

車いす等の補助用具が必

要である。メンテナンス

キット（空気入れ、パンク

修理、工具）も必需品であ

る。 

 ○車いすが通れる通路を確保す

る。 

○家具の転倒防止などの安全を確

認する。 

○車いす用のトイレを確保する。 

内

部

障

が

○自力歩行や素早い避難行

動が困難な場合があるた

め、車いす等の補助用具

 ○医療機関等の協力により巡回診

療を行うほか、定期的な治療の

継続のための移送サービスを実
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い

の

あ

る

人 

が必要である。 

○医薬品や医療機材を携帯

する必要があるため、医

療機関等による支援が必

要である。 

○ストマ装用者にあっては

ストマ用装具が必要であ

る。（※ストマ用装具：蓄

便袋、蓄尿袋など） 

施する。 

○医療機材の消毒や交換等のた

め、パーティション等で仕切ら

れた清潔な治療スペースを設け

る。 

○食事制限の必要な人の確認も必

要となる。 

○薬やケア用品の確保も必要とな

る。 

○ストマ装用者にあってはトイレ

や水道などの水洗い場・補装具

置き場等が必要となる。 

○各種装具・器具用の電源確保が

必要となる｡(人工呼吸器の予備

電源確保も含む｡) 

知

的

障

が

い

の

あ

る

人 

 

○緊急事態等の認識が不十

分な場合や環境の変化に

よる精神的な動揺が見ら

れる場合があるため、何

が起こったかを短い言葉

や文字、絵、写真などを用

いてわかりやすく伝えて

事態の理解を図るととも

に、日常の支援者が同伴

するなどして、気持ちを

落ち着かせながら安全な

場所へ誘導する必要があ

る。 

○具体的に、短い言葉で、分

かりやすく情報を伝える。 

○絵、図、文字などを組み合

わせて、理解しやすい方法

で情報を伝える。 

○精神的に不安定になる場合

があることに配慮する。 

○環境の変化を理解できずに気持

ちが混乱したり、精神的に不安

定になる場合があるので、短い

言葉や文字、絵、写真などを用い

て避難所での生活を分かりやす

く伝えて理解を図るとともに、

日常の支援者が適切に話しかけ

るなど気持ちを落ち着かせるよ

うに配慮する。 
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精

神

障

が

い

の

あ

る

人 

○災害発生時には、精神的 

動揺が激しくなる場合が

あるため、気持ちを落ち

着かせることが必要であ

る。           

○服薬を継続することが必

要な人もいるため、日ご

ろから自ら薬の種類を把

握するよう指導するとと

もに、医療機関による支

援が必要である。 

○具体的に、分かりやすく簡

単に情報を伝える。 

○精神的に不安定になる場

合、専門的知識のある人に

連絡をとるなど配慮する。 

○孤立してしまうことがあるた

め、家族や本人をよく知る人と

ー緒に生活できるよう配慮す

る。 

○服薬を維続するため、本人およ

び支援者は薬の名前、量を知っ

ておくこと、例えばお薬手帳な

どの利用が必要である。 

○関係医療機関との連絡・支援体

制が必要である。 

発

達

障

が

い

の

あ

る

人 

○混乱しているときは、こ

とばの理解度が非常に難

しくなる。 

○一見障がいが無いように

見えるが、困っているこ

とを伝えられない、とっ

さのときにことばになら

ない。 

○集団行動をとりにくい、

いつもと違うことでパニ

ックをおこし易い。 

○文字や絵を組み合わせた筆

談で情報を伝える。（常時筆

記用具を用意しておく。） 

○変更の可能性がある事柄に

ついてはその旨も表記して

伝える 

○掲示板、ＦＡＸ、Ｅメール

を活用した情報提供を行う

とともに、文字放送専用テ

レビを避難所に設置するこ

とに努める。 

○具体的に、短い言葉で、分

かりやすく理解しやすい方

法で情報を伝える。 

○刺激が多いと混乱することがあ

るので、段ボール等で仕切りを

つくるなどの配慮が必要。 

○感覚の過敏や鈍さがありケガを

していても気づいていないこと

もあり注意が必要。体育館など

の音の響くところは苦手な人も

あり、生活する場所の位置に配

慮する。 

○こだわりがあり、特定の物しか受

け付けないなどがあるが、わがま

まではないので無理強いしないよ

う配慮する。(特に食事） 

 

難

病

患

者 

○自力歩行や素早い避難行

動が困難な場合があるた

め、車いす等の補助用具

が必要である。 

○医薬品や医療機材を携帯

する必要があるため、医

療機関等による支援が必

要である。 

○ストーマ装用者にあって

はストーマ用装具が必要

 ○医療機関等の協力により巡回診

療を行うほか、定期的な治療の

継続のための移送サービスを実

施する。 

○医療機材の消毒や交換等のた

め、清潔な治療スペースを設け

る。 

○食事制限の必要な人の確認も必

要となる。 

○薬やケア用品の確保も必要とな
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である。（※ストーマ用装

具：蓄便袋、蓄尿袋など） 

る。 

○ストマ装用者にあってはトイレ

や水道などの水洗い場・補装具

置き場等が必要となる。 

○各種装具・器具用の電源確保が

必要となる｡(人工呼吸器の予備

電源確保も含む｡) 

○歩行不安定者には、機能低下を

きたさないよう配慮しつつ、Ａ

ＤＬに配慮した避難場所、生活

スペースを確保する。 

○周囲に難病患者であることが知

られないよう、十分配慮する。 

医

療

的

ケ

ア

児

者 

○自力歩行や素早い避難行

動が困難な場合があるた

め、車いす等の補助用具

が必要である。 

○医薬品や医療機材を携帯

する必要があるため、医

療機関等による支援が必

要である。 

○ストーマ装用者にあって

はストーマ用装具が必要

である。（※ストーマ用装

具：蓄便袋、蓄尿袋など） 

 

 

○医療機関等の協力により巡回診

療を行うほか、定期的な治療の

継続のための移送サービスを実

施する。 

○医療機材の消毒や交換等のた

め、清潔な治療スペースを設け

る。 

○食事制限の必要な人の確認も必

要となる。 

○薬やケア用品の確保も必要とな

る。 

○ストーマ装用者にあってはトイ

レや水道などの水洗い場・補装

具置き場等が必要となる。 

○各種装具・器具用の電源確保が

必要となる｡(人工呼吸器の予備

電源確保も含む｡) 

○歩行不安定者には、機能低下を

きたさないよう配慮しつつ、Ａ

ＤＬに配慮した避難場所、生活

スペースを確保する。 

（以下、医ケア児の場合） 
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○ミルク、お湯、オムツやおしりふ

き、離乳食、スプーン、ストロー

等、乳幼児特有の生活用品を提

供する。 

○感染症を防ぐため、また夜泣き

等が周囲に与える影響を考慮し

て、居住環境を整備する。 

○集団生活や活動の制限等の環境

変化が子どもに影響して夜泣き

や退行減少を起こすので親にと

ってもストレスとなることか

ら、親子双方のストレス解消の

ため、子守ボランティアなどを

積極的に活用する。また日中の

子どもの遊び場の確保。 

○母乳育児が制限されないよう授

乳スペースの確保 

 

②高齢者 

 特微的なニーズ 情報伝達の際の配慮事項 避難生活における配慮事項 

単

身

者 

○避難時に外傷を受けてい

ないか。 

○常備薬は足りているか。 

○血圧、糖尿病などの環境

悪化に伴う病状変化はな

いか。 

○脱水の徴候はないか。 

○トイレや食事提供場所な

どが遠すぎる等の、過度

な移動負担で活動が制限

されていないか。 

○話し相手はいるか。 

○具体的に、分かりやすく簡

単に情報を伝える。 

 

○機能低下を来さないよう、転倒

の危険やトイレ移動などに過度

の負担のない範囲で、自立を妨

げない居住スペースを確保す

る。 

○本人の周囲に避難している人の

中で、いざという時に手助けし

てくれる人がいることを確認す

る。 

○相談や困ったこと等の受け付け

窓口がどこかを伝えておく。 

○家族と連絡がとれていることを

確認する。 

○救援物資や食料のため込みで、

衛生面に問題を来さないよう配
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慮する。 

寝

た

き

り

者 

○避難時に外傷をうけてい

ないか。 

○脱水や褥創の徴候はない

か。 

○食事、水分摂取量は足り

ているか。 

○常備薬は足りているか。 

○病状変化はないか。 

○介護者の負担が過重 

になっていないか。 

○具体的に、分かりやすく簡

単に情報を伝える。 

○布団、ベット、車いす、ポータブ

ルトイレなどの必要物品を確保

する。 

○本人のプライバシー保護に留意

する。 

○本人の状態に適した食事や介護

用品を提供する。 

○介護者が休めるスペースや、介

護者が家族や自宅の用事をする

間介護を交替してくれる援助者

を確保する。 

○機能低下防止のため、在宅通所

サービス再開後は積極的にサー

ビス利用を促す。 

認

知

機

能

が

低

下

し

て

い

る

人 

○避難時に外傷をうけてい

ないか。 

○脱水や褥創の徴候はない

か。 

○食事、水分摂取量は足り

ているか。 

○常備薬は足りているか。 

○病状変化はないか。 

○介護者の負担が過重にな

っていないか。 

○具体的に、短い言葉で、分

かりやすく理解しやすい方

法または本人が納得する方

法で情報を伝える。 

○緊急事態等の認識が不十分

な場合や、環境の変化によ

る精神的な動揺が見られる

場合があるため、日常の支

援者が同伴するなど、気持

ちを落ち着かせる必要があ

る。 

○環境の変化を理解できずに気持

ちが混乱し、精神的に不安定に

なる場合があるので、日常の支

援者が、適宜話しかけるなど気

持ちを落ち着かせるよう配慮す

る。 

○食事をしたことを忘れて要求す

るなど、最近の出来事をすっか

り忘れることがある。 

○身の回りの物の用途がわからな

くなることがある。 

○服の着替えがうまくできないこ

とがある。 

 

③妊産婦・乳幼児 

 特微的なニーズ 情報伝達の際の配慮事項 避難生活における配慮事項 

妊

産

婦 

○切迫流早産の兆候はない

か確認する必要がある。 

○浮腫、血圧上昇など妊娠

中毒症の兆候はないか確

 

 

○十分な安静と食事が取れるよう

配慮する。 

○相談や困ったこと等の受け付け

窓口がどこかを伝えておく。 
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認する必要がある。 

乳

幼

児 

○基本的には保護者が健康

管理するが、食事や衛生

面などの諸注意事項につ

いて指導を行う必要があ

る。 

○オムツかぶれや湿疹を防 

ぐため、沐浴臀部浴など

ができるよう配慮する。

できる限り優先的に入浴

できるよう配慮する。 

○小児科の医療情報を伝え

る。 

 ○ミルク、お湯、オムツやおしりふ

き、離乳食、スプーン、ストロー

等、乳幼児特有の生活用品を提

供する。 

○感染症を防ぐため、また夜泣き

等が周囲に与える影響を考慮し

て、居住環境を整備する。 

○集団生活や活動の制限等の環境

変化が子どもに影響して夜泣き

や退行減少を起こすので親にと

ってもストレスとなることか

ら、親子双方のストレス解消の

ため、子守ボランティアなどを

積極的に活用する。また日中の

子どもの遊び場の確保。 

○母乳育児が制限されないよう授

乳スペースの確保 

※この表に記載されている特性ごとの対応については、あくまで一例であり、（特に知的・

精神・発達障がいのある方は）これに限ったことではないことを理解しておくことが重要

です。 
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参考資料 2 福祉避難所等の開設フロー 
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参考資料３ 福祉避難所等の開設・運営に関する連絡フロー図 

【開設まで】 福祉避難所等に関する想定連絡フロー図① 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島市（災害対策本部） 

様式１ 

様式２ 様式３ 

様式 4 様式 7 

様式６ 様式８ 

広域避難所 
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【人的支援の依頼】 福祉避難所等に関する想定連絡フロー図② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島市（災害対策本部） 

市職員が対応

可能な場合、職

員を派遣 

様式９ 

様式 10 

様式 13 
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【物資支援の依頼】 福祉避難所等に関する想定連絡フロー図③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島市（災害対策本部） 

様式 11 

様式 12 
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【運営・閉鎖】 福祉避難所等に関する想定連絡フロー図④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島市（災害対策本部） 

様式 13 

様式 14 

様式 15 


